
まずは、平成 27 年 12 月 1 日から平成

28年 11月 30日までに、実施すること

が必要です。（その後の結果通知や面接指

導の実施までは含みません） 

 

ストレスチェック制度の役割と主な流れ 

法定のストレスチェックは、調査票
．．．

を用いて、「職場のストレス要因」、

「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の３つの領域に関する項

目により検査を行い、ストレスの程度を点数化して評価します。まず

は、産業医が実施者になることができるか、確認することが必要です。

実施者は、産業医になるこが望ましいとなっていますが、外部機関に

委託することも考えられます。 

 

ストレスチェクの結果は、実施者から

直接本人に通知し、本人の同意がない

限り事業者に提供してはいけません。 

検査結果等報告書を所轄労働基準監

督署に提出しなければなりません。 

事業場ごとに管轄する労働基準監督

署がストレスチェック制度の実施状

況を把握するものです。 

 

ストレスチェックや面接指導の費用

の負担は、法で義務を課している以 

上、当然、事業者が負担すべきものと

なっています。産業医、外部機関に委

託することで事業者は、費用が増える

ことになります。 

 

ストレスチェックの結果、高ストレス

と評価された従業員から申し出があ

った場合、医師による面接指導を行う

ことも義務です。面接の申し出をした

ことでの不利益な取扱いは、禁止とな

っています。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常時
．．

使用する労働者に対して、医師保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチ

ェック）を実施することが事業者（会社）の義務となります。対象事業場は、産業医選任義務が課されてい

る事業場です。労働者数が 50人未満の事業場は当分の間努力義務です。 

目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。 

７ 

 

♦確認事項♦ ♦年に 1回定期的に実施♦ 

 

♦結果の取扱いに注意♦ 

 

♦面接指導♦ 

 

♦費用の負担♦ 

 

♦実施結果を報告♦ 

 

ストレスチェック制度の義務化（平成 27年 12月 1日の施行） 
 

事業者による方針の表明 

ストレスチェックを実施 

面接指導の実施 

事
業
者
（
会
社
） 

医
師
・
保
健
師
等 

衛生委員会で調査審議 

 
労働者に説明・情報提供 

 

ストレスチェックの結果を労働者に直接通知 

相談窓口等についても情報提供 

 
結果を事業者へ通知することに、同意の有無の確認 

 
結果の通知と、高ストレスと評価された従業員に対し

面接指導の勧奨 

医
師 時間外労働の制限、作業の転換等について意見 

 

事
業
者
（
会
社
） 

必要に応じて就業上の措置の実施 

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検確認 

職場ごとに集団分析（努力義務） 



① 労働保険料等の申告納付は、７月 10日（金曜日）までです。忘れずに納付をお願い致します。 

② 健康保険・厚生年金の定時決定（算定基礎届）を行っています。４・５・６月の報酬を基に９月から 

の標準報酬月額を決定します。 

③ 年に１回の定期健康診断を実施していない事業所様向けに、健康診断を実施致します。希望事業所様は、 

別紙にてお申し込みください。今年は、10月７日 と 10月 28日の 2回です。 

ストレスチェックは、事業者に課せられた義務ですが、労働者において受検は強制ではありません。これはメンタ

ルヘルス不調で治療中のため、受検の負担が大きい等の特別な理由がある労働者にまで受検を強要する必要がない為

です。したがって、労働基準監督署は、「受検率が低いことをもって指導することは考えていない」となっています。 

また、ストレスチェックの対象労働者は一般定期健康診断対象者と同様です。非対象者であっても、一般健康診断

と同様にストレスチェックを実施することが望ましいとなっています。労災事案以外にも、精神障害や脳・心臓疾患

に関する民事訴訟が数多く行われており、事業者はこれまでにないほど、労働者の業務上のストレスを軽減する対策

を立てることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

《 筆者：黒澤 》 

北陸新幹線の開通で金沢が今、燃えている。大宮から 2 時間、東京から 2 時間 28 分、なんといっても都

会から近いのが魅力で、観光客でごった返している・・・。素晴らしい駅のデザインに迎えられ、駅中の土

産売り場、食事処、いずれも人の波、加賀・前田利家の残した 120 万石の城下町は見どころが多く 1 日では

とても見切れない・・・まずは兼六園、金沢城公園、ひがし茶屋街、21 世紀美術館、武家屋敷界隈、そし

て伝統工芸（加賀友禅・久谷焼・金沢漆器）伝統芸能（三味線・唄・踊り）等どこも賑わいを見せている。

また、街並みがとてもきれいで、シャッター通りは全く見受けられない。飲食店、観光タクシーなどは新幹

線開通後は一日も休みなしで隣の福井県から手助けが出ているという。暇で店を閉店しようと思っていたの

になんとこの忙しさ、「新幹線さまさまです」という言葉があちこちから聞かれました。 

金沢の人気は街全体が観光地であるということでしょうね。今回、以前とは違った金沢を発見してきまし

た。経済界、市民の皆さんが一つになって街おこしをした結果が感じられほのぼのとした気分を味わってき

ました。                                    鍋 島 勝 子 

わたしのひとこと 

〒321－0923 宇都宮市下栗町２７５０－２ 

TEL：028‐635‐9752  FAX：028‐635‐9298 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.n-roumu.co.jp 

Ｅ-mail：nabeshima＠n-roumu.co.jp 

 

 

社会保険労務士法人 鍋 島 事 務 所 

お 知 ら せ 

 

金沢駅 自 然 と の 共 生 

梅雨明けを待って北アル

♦ストレスチェックを受けることが義務ではない♦ 

 

兼六園 


